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文化交流事業

ご家族そろって

おじゃりやれー

2024年2月9日発行

コウリマ ナニ エ

※協会主催・後援、協会加盟団体の催しを中心に掲載しています。詳細は協会のホームページおよび「ＦＡＸ・メール通信」をご覧

ください。

〇 ２月２５日（日）１４：００～ 八丈ウィンズフェス おじゃれホール

○ ３月１６日（土）１２：００～ 会員交流・焼き芋大会 プラザ公園

○ ３月１９日（火）１９：３０～ 島民大学講座

２０日（水・祝）１０：００～ 〃

商工会研修室にて （２０日は時間が午前に変更になっています）

〇 ５月 （日時未詳） あびの実子どもまつり

〇 ５月２５日（土） （予定） 文化協会第１３回総会

♬ 2024年2月25日（日） ♬ 開場13時半 開演14時

♬ 多目的ホールおじゃれ ♬ 入場料500円（高校生以下無料）

主催 ♬ 八丈島文化協会、八丈ウィンズフェス実行委員会

後援 ♬ 八丈町、八丈町教育委員会、八丈島あそびと文化のNPO あびの実

八丈島民謡保存会、NPO 法人移住定住促進協議会

問い合わせ ♬ 八丈島文化協会 （04996-2-2833）

コンサート
かつて、文化協会の会員交流会を実施してきましたが、コロナ禍などもあり、開催できないで来

ました。

コロナ禍も一定終息したこともあり、参加者の多寡にかかわらず、久しぶりに交流会を実施して

みようということになりました。以下のように開催します。

皆様方の参加をお待ちしています！

○ 内容 会員交流会・焼き芋大会

○ 日時 ３月１６日（土）１２：００～

〇 場所 プラザ公園 〇 参加費 無料

〇 参加集約 FAX・メール通信で周知し、２月２９日（木）締切で、集約します。

〇 その他 準備は１０時から役員が中心に行います。お手伝い可能な方は、

おいでください。

八丈島文化協会会員交流会

浄化槽改修工事による

駐車場の利用制限について
【浄化槽改修工事期間】

１月１２日(金）～ ３月２９日(金)
上記日程にて、公会堂浄化槽の改修工事が行われます。この期間、

駐車場の一部がご利用できなくなりますので、ご了承ください。

公会堂の裏手側にも駐車することができます。

2月~5月のイベント(協会主催・後援、加盟団体主催等)

八丈ウィンズフェス
2月25日(日)開催 ‼

文化協会の新事業「文化交流事業」の第一回目として吹奏楽特別コンサート「八丈

ウィンズフェス」を2月25日（日）に開催いたします。

ワルシャワ国際吹奏楽指揮者コンクールで優勝した甘粕宏和氏を指揮者にお迎えし、島内の吹奏楽

愛好家と、島外の吹奏楽愛好家による特別バンドで委嘱作品を含む5曲を演奏いたします。

本イベントのために書き下ろされた『 吹奏楽のための「おじゃれ」〜八丈島民謡による幻想曲 』は、

八丈島の伝統民謡である春山節、ショメ節、そして八丈太鼓を取り入れた（ 次ページに続く ）

↓島内出演者の練習風景



【講師からのメッセージ】

「法律は社会のルールです。法律が十分に理解されていれば、防げる紛争も少なくありません。問題を

抱えた方と法律との橋渡しをして、問題解決のお手伝いをするのが弁護士の仕事のひとつであると考え

ています。

本講座では、弁護士の業務、裁判所等での紛争解決手続、身近な法律問題のトピック（交通事故等の

損害賠償、相続・遺言、成年後見等）の説明を通じて、法律との架け橋をご提供出来ればと思います。」

コウリマ ナニ エ

第85回八丈島民大学講座

弁護士がつなぐ あなたと法律
－身近な問題解決のために－

「混迷する時代の状況を自らの目で見きわめ、自らの手で明日を築いていくために、ともに学ぶ、

地域に開かれた生涯学習の場を」と、１９８０年８月に始まった八丈島民大学講座が、３月１９日

（火）・２０日（水）の両日、八丈町商工会研修室で開かれる。

今回は、身近な問題解決のために法律をどのように役立てるかを、八丈町出身の弁護士、齋藤

北写（さいとうほくしゃ）さんにうかがいます。２日間の内容は次のとおり。

◆ 第１日 ３月１９日（火） 午後７時３０分～９時

「弁護士の役割と身近な法律問題－損害賠償など」

◆ 第２日 ３月２０日（水） 午前１０時～１１時３０分

「家族の法律問題－相続・遺言・成年後見など」

◆ 会場 八丈町商工会研修室 （ 八丈町役場内 ）

◆ 参加費 無 料 ※ 賛助会費を受付けます（ 1口500円 ）

齋藤北写（さいとうほくしゃ）弁護士は、中之郷小学校・三原中学校を卒業後、都立戸山高校から

中央大学法学部に進み、青山学院大学法科大学院を修了。司法修習を経て、2014年弁護士登録

（東京弁護士会所属）。現在は、新宿法律事務所に所属し、民事事件、家事事件を中心に様々な事

件を取り扱う。

【 弁護士会での活動 】

日本弁護士連合会代議員（2021）

東京弁護士会常議員（2021）

東京弁護士会子どもの人権と、

少年法に関する特別委員会委員など。

主 催：八丈島文化協会／後 援：八丈町教育委員会

問い合わせ：八丈島民大学講座運営委員会

事務局 電話 090－8036－1826

１月１９日から２１日の３日間、文化フェスティバル作品展を町民ギャラリー、商工会研修室に於い

て開催しました。

３日間で７１４名もの方にご来場いただき、ありがとうございました。 今回は、過去最多の２５組も

の方々が出展されました。

海洋ゴミの問題をユニークな方法で私達に考えるきっかけをくれた海洋ゴミクジラ、島の海を思わ

せるような鮮やかな藍染め、八丈島を題材にしたオブジェや写真、手芸作品、日頃の活動で制作さ

れた作品の数々、新聞ちぎり絵は多くの方から反響がありました （紹介しきれなかった方々ごめんな

さい ） 紹介しきれないほど多種多様な作品が一同に介した今回の作品展は見応えがありました。

私達実行委員も出展者という立場で運営していたので、行き届かない点も多々あったと思います。

次回の作品展では、今回の反省を活かし、よりみなさんに楽しんでいただける作品展を目指したいと

思っています。

次回文化フェスティバル作品展で、また皆様にお会いできる事を楽しみにしております。

最後になりましたが、文化フェスティバル作品展に関わって頂いた全ての方々にお礼申し上げます。

本当に、ありがとうございました。 木下 恵美

作品展を終えて

－ 1月19日～21日 －

（ 前ページから ） 楽曲で、吹奏楽を通して八丈民謡、そして八丈島をもっと広く知ってもらいたいという思い

で吹奏楽作曲家の福島弘和氏へ作曲を依頼しました。

島内からは小学生を含む38名、島外からは20余名の吹奏楽愛好家が集まって演奏いたします。

ぜひご来場ください。

写真：第73回八丈島島民大学講座

第３４回 八丈島文化フェスティバル


